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　八重瀬町役場の新採用職員を紹介します　
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区画整理事務所勤務

中央公民館勤務
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��広報

　本町では、公共事業の効率性とその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国庫補助事業について
一定の要件に該当する事業の再評価を行っています。
　平成２１年度においては、下記の再評価対象事業について、町長から八重瀬町公共事業評価監視委員会に
今後の対応方針案が諮問されました。八重瀬町公共事業評価監視委員会では、町の評価原案に基づき、事
業の投資効果、進捗状況、社会情勢の変化、コスト縮減などの観点から、計３回の審議を行い、その結果
を３月３１日、比屋根町長に答申しました。
　町では、委員会の答申を参考に、対応方針（事業継続、事業の見直し、事業中止等）を決定することに
なります。（審議結果の概要と結果は以下のとおりです。）
○平成２１年度の再（再々）評価事業

　　那覇広域都市計画事業　屋宜原土地区画整理事業
○再（再々）評価の理由

　　再評価（平成１６年度）後、一定期間（５年）を経過している。
○事業の概要

　　【総事業費】　７，３３１百万円　　　　　【事　業　量】　２８．３ha
　　【事業期間】　平成８年度～平成２２年度（平成２５年度まで延伸予定）
○審議の概要

　各委員から、今後３年の延伸を含む事業期間（Ｈ２２～Ｈ２５）内の事業費財源の裏付け、地区外用地の
補償交渉、事業執行上の職員体制、汚水・下水処理施設の問題などが取り上げられ、活発な質疑応答が
行われた。
○審議結果

　　事業継続は、妥当であるものと認められる。
○付帯意見

�現在の危機的な財政状況から見て、事業の長期
化に伴い事業費が倍増している中、更なる計画
期間の延伸であり、事業完了までの財源とする
保留地処分を確実に執行し、財源確保に努めて
もらいたい。
�地区外用地の取り扱いについては、長期にわ
たって地権者との補償交渉が難航し、事業の停
滞や幹線道路の安全性確保の低下など、様々な
局面で悪影響がでている状況である。今後の補
償交渉においては、町長を先頭に早期解決に向
け、協力に取り組んでいただきたい。
�事業が終盤を迎え、事業量が減少して行く中、
各年度事業費に占める人件費が約半額と高率で
ある。職員体制については、事業量に応じた適
正配置に取り組むことに努め、財政計画等に基
づいた適正な事業執行を図ること。
�当該地区内の汚水、下水処理については近代的
なまちづくりの観点から非常に憂慮される問題
である。現在、策定中の八重瀬町下水道基本構
想で、実施可能な計画として取り組んでもらい
たい。
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